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１．計画策定の基本的な考え方 

（１）「松伏町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の位置付け 

「松伏町まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」という。）」は、本町の「人口

ビジョン」で示す長期的な人口予測とまちのあり方を踏まえて、今後５年間で行うべき戦略的

施策の方向性、具体的な施策を示すものです。 

さらに、総合戦略は、本町のあるべき姿と進むべき方向について総合的にその指針を示した

「松伏町第５次総合振興計画」との整合を図りつつ、人ロ減少がもたらす問題点の克服と地方

創生に主眼をあてて、戦略的視点に立って進めるべき施策や事業を示したものです。 

 

～総合振興計画と総合戦略の関係～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５次松伏町総合振興計画 

【松伏町まち・ひと・しごと 

創生総合戦略】 

人口ビジョンを踏まえて、戦略的

な施策・事業を示した 5 か年計画 

【松伏町人口ビジョン】 

本町の人口の現状分析と 2060

年までの人口推計、将来展望を示

した長期ビジョン 

【基本構想】 

町の将来像と施策の大綱を 

示したもの 

【実施計画】 

施策を実現するための事業計画を 

示したもの 

【基本計画】 

大綱の実現のための施策、地区別

計画を体系的に示したもの 
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また、下図に示すように、短中期的な期間で総合的な町の取組みを示す「総合振興計画」と、

長期的な展望を示す「人口ビジョン」、急務である人口減少などへの対応に焦点を当てた短期的

な戦略を示す「総合戦略」によって、戦略的な町の創生を図ります。 

松伏町総合戦略の位置付け 

 

  まち・ひと・しごと創生総合戦略 

松
伏
町
人
口
ビ
ジ
ョ
ン 

2015 年 

2020 年 

2035 年 

2060 年 

2014 年 

2019 年 

2025 年 

2024 年 

2040 年 

2030 年 

2016 年 

2017 年 

2018 年 

第５次総合振興計画 

第６次総合振興計画 

前
期
基
本
計
画 
後
期
基
本
計
画 

 

総
合
戦
略 

総
合
戦
略 

総
合
戦
略 

2100 年 

まちづくりの目標 

①未来を担う子どもたちが健やかに育つ

まちづくり 

②健康で生きがいをもって暮らせるまち

づくり 

③町民主体の地域コミュニティ豊かなま

ちづくり 

④活気あふれるにぎわいのまちづくり 
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（２）国策定の「長期ビジョン」及び「総合戦略」の概要 

国は、２０１４年１２月に、わが国の人口の現状と将来の姿を示し、今後目指すべき将来の

方向を提示する「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン（長期ビジョン）」及び、これを実現す

るため、今後５か年の目標や施策の基本的な方向、具体的な施策を提示する「まち・ひと・し

ごと創生総合戦略（総合戦略）」をとりまとめ、閣議決定しました。 

その概要は、以下の通りです。 

 

策定の背景 

・日本の人ロは２００８年をピークに減少に転じ、今後加速度的に進む見込み。 

・人類史において類を見ない「人ロ急減・超高齢社会」がわが国に到来。 

・人ロの東京一極集中は人ロの再生産を鈍らせ、更なる少子化を招く。 

・平成２６年５月に民間研究機関（日本創成会議）が「消滅可能性都市」を公表。 

 

３つの視点 

①『東京一極集中』を是正する。 

②若い世代の就労・結婚・子育ての希望を実現する。 

③地域の特性に即して地域課題を解決する。 

 

「まち」「ひと」「しごと」の好循環を実現するための４つの基本目標 

①「地方における安定した雇用を創出する」：“しごと” 

②「地方への新しいひとの流れをつくる」：“ひと” 

③「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」：“子育て” 

④「時代にあった地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を 

連携する」：“まち” 

 

国の長期ビジョン・総合戦略では、「東京一極集中の是正」をテーマとしていますが、東京圏

に含まれる本町においては、「町内への人口の定着と吸引」と読み替えて計画を策定しています。 
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２．人口の将来展望を踏まえた目指すべき方向 

（１）松伏町の人口動向 

本町の人口の近況と動向は、次のとおりです。 

○直近の本町の人口は３０，４４１人となっています（平成２７年８月１日現在・住民基本台

帳による人口）。 

○周辺市町の人口が横ばいあるいは増加傾向にあるのに対し、本町の人口は平成２２年をピー

クに減少傾向を示しています。 

○年齢３区分別人口の構成比をみると、県平均の値ほどではないものの、年少人口及び生産年

齢人口比率の低下と高齢者人口比率の増加（少子高齢化）が確実に進行しています。 

○埼玉県全体が東京都などへの通勤・通学が多く、昼夜間人口比率が８８．６％と全国で最低

水準となっている中で、本町の比率は８０％を下回っており、特に流出超過の傾向が顕著で

す。東京都のほか、越谷市・吉川市といった周辺都市への通勤目的の流出超過が目立ちます

（平成２２年（２０１０年）国勢調査）。 

○平成１７年（２００５年）国勢調査までは増加傾向であった労働力人口が、平成２２年国勢

調査では減少に転じています。周辺市町では増加しているところもあり、本町における人口

構造のバランスの崩れが相対的に顕在化してきているといえます。 

 

（２）松伏町の将来人口 

本町の将来人口の推計結果の概要は、次のとおりです。 

○平成２２年国勢調査で３１，１５３人であった人口は減少を始めており、その傾向は今後も

変わらないばかりか、減少速度が加速化することが確実視されています。 

○２０４０年に２６，１５２人まで減少（国立社会保障・人口問題研究所による推計）し、   

２０６０年には２０，２１３人まで減少すると推計されています（国配布のプログラムによ

る計算値）。 

○東京都への転出など、人口の社会減が続く場合には、さらに大幅な人口減少が予想されます

（民間研究機関である日本創成会議による推計）。 

○大きな社会経済変化や今後の人口対策による効果を見込まない場合、高齢化のピークは既に

超えつつありますが、少子化は今後５～１０年程度、生産年齢人口比率の減少は今後３０年

程度続くと予想されます。 
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（３）人口対策の観点から必要とされる対応 

本町の人口動向と将来値の推計結果から、次のような対応が必要であると考えられます。 

 

①魅力ある田園都市の形成 

東京から３０キロ圏内にありながら、自然が多く残るという面は、本町の強みです。 

こうした既存ストックである美しい自然環境の保全と活用、歩ける・自然を楽しめるまちづ

くりを進めることとあわせて、各種の公共施設の適切な配置、就職や起業の場の創出と活気の

感じられる都市形成を図ることなどにより、本町の魅力をさらに向上させ、住民が誇れる、又

は居心地の良いまちを目指します。 

こうした取組みにより、町内から転出する人口を抑制していきます。 

 

②先進的プロモーションによる都市の形成 

本町では、これまでも、まちの広報や魅力のＰＲに努めてきましたが、そのことにより多く

のひとを呼び込み住んでもらうというところまでには至っていない現状があります。 

今後は、本町の魅力を発信するＰＲ活動やイメージアップのための取組みを通じて、人口減

少に歯止めをかけ、また人口の吸引と呼び戻しにつなげることを目指します。その観点から、

電子メディアの活用、自然環境に恵まれた豊かな暮らしの体験や交流機会の提供などを通じて、

本町が有する魅力や豊かさを発見・共感してもらうための取組みを進めます。 

長期的には、本町の認知度を大幅に向上させ、「松伏町に住みたい」と多くのひとが感じるよ

うなまちとして育てていくことを目指します。 

 

③魅力にあふれ子育てをしたくなるまちの形成 

地域がもつ資源の再評価を行いつつ、新たな資源の発掘と活用を図ります。 

町民を始め、町内の大学、企業など様々な機関と協力・連携することで、他都市には比類な

い独自の施策を推進することで、町民の満足度を高めるとともに、外から訪れるひとに魅力を

感じてもらえるまちづくりに取り組みます。 

直接的な子育て支援策の実施とともに、魅力あるまちづくりの結果として、子育てをしたく

なるようなまち、自然にひとが集まってくるような魅力あるまちとしていくことを目指します。 
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３．今後５年間で取り組むべき課題と基本理念 

（１）松伏町が抱える課題 

人口の定着・回復を主眼とした課題を再整理すると、次のとおりです。 

 

①豊かな自然環境・生活環境と農のあるまちとしての持続的発展 

本町には、町中心部を包み込むように流れる江戸川、中川、大落古利根川に沿って豊かな水

田地帯が広がり、まつぶし緑の丘公園や河川敷、樹林地などとあわせて、うるおいの感じられ

る水と緑の空間が形成されています。また、閑静でゆったりと暮らせる住宅市街地や集落地が

整備されています。 

こうした豊かな自然環境と生活環境、そして県内有数の農業の活発なまちとしての特性を資

源に、人口の定着・呼び戻し・吸引を図り、まちの持続的な発展につなげていくことが重要で

す。 

また、こうした強みを最大限に活かして、良好な居住環境のある低層住宅を中心とした住宅

地を持続的に発展させていくための施策に注力するとともに、さらにその魅力を強化していく

観点から、新市街地の開発などを具体化していくことが当面の課題となります。 

 

②魅力ある働く環境の確保 

本町は、農業を除いて就業の場が多くない現状にあります。商業施設については、沿道型の

大規模商業施設の立地が進む一方で、小売店舗数は減少しています。工業については、町内に

は金属製品、プラスチック製品、食料品などを生産する事業所が立地し、工業団地として東埼

玉テクノポリスや松伏工業団地が整備され、現在、大川戸地区への小規模な産業団地の整備に

取り組んでいます。 

こうした中、農業の高度化（６次産業化など）を図るとともに、商業施設の誘致、産業団地

や工業集積地域の整備による工場などの計画的な立地誘導、観光の振興、コミュニティビジネ

スの活性化などにより、雇用の場を増やしていくことが重要です。 

この観点から、既存の産業の持続的発展と活性化のための既存事業の展開とともに、魅力向

上のための就業環境の向上を支援する取組みなどが当面の課題となります。 

 

③公共交通などの生活利便性の維持・向上 

本町には鉄道が通っておらず、路線バスが町民の生活の足として欠かせないものとなってい

ます。主要な幹線道路にはバス路線が整備され、多様な事業形態による運行が行われるなど周

辺の鉄道駅への利用が容易となっています。 

今後、人口の定着や増加を目指すうえで、北部の農村地域などの「交通空白地域」の解消や
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バス車両の低床化、路線の道路改良などにより、バスの利便性を向上していくことが必要です。 

また、公共交通関連情報の充実、鉄道路線の新設に向けた運動の推進なども重要です。 

当面は、交通の実態を正確に把握し、新市街地整備の検討の深度化を通じて、公共交通の利

便性の維持・向上につなげる枠組みを明らかにすることが当面の課題となります。 

 

④まちの住みやすさをアピールするイメージアップ 

①～③の取組みを進めていくとともに、それらの進捗状況や、もともと本町がもつ資源、特

に住みやすさについて内外に広くアピールしていくことが必要です。 

そのため、地域資源を有効活用し、発信することをはじめ、潜在的な魅力や資源を発掘し磨

き上げていくこと、そして究極的には「松伏ブランド」の構築につなげていくことまでを視野

に、まちのイメージアップのための幅広い取組みが課題となります。 

また、本町単独ではなく、周辺市町との連携により都市圏全体のイメージアップに取り組む

ことも考えられます。 

町内の大学などと連携したＰＲ戦略を行うなど、多額の投資を必要としないものの効果が見

込まれる事業を中心に展開を図ることが当面の課題となります。 

 

（２）課題解決の視点 

（１）に示した課題を解決し、施策・事業に反映するにあたって、次の３つの視点に立ちま

す。 

 

①松伏町の強みを活かす 

次のような強みを活かす視点を大切にします。 

〇田園・水辺・樹林地などが織り成す美しい自然環境と景観 

〇閑静な住環境、治安の良さ、東京や周辺都市と比較して低廉な土地価格などの子育て環境

の良さ 

〇周辺都市と比較して強い農業 

〇大学の立地  など 

 

②松伏町の弱みを克服する 

次に示すような弱みを克服する視点を持ちます。 

〇活気とにぎわいの不足 

〇就業の場の絶対量と多様性の不足 

〇子育てと両立可能な就労の場の不足 

〇鉄道駅がないこととそれに伴う交通利便性の悪さ  など 
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③魅力を宣伝する 

本町がもつ資源などを把握・整理したうえで、本町の進める取組みとともに、インターネッ

トをはじめとする多様なメディアにより内外に発信していく「まちの宣伝（シティプロモーシ

ョン」）の視点を重視します。 

 

（３）５か年戦略の基本理念 

本町の人口減少に歯止めをかけ、さらには増加・回復に向かわせるためには、交流人口を増

やし定住化につなげることや、流出人口を抑制することが不可欠となります。 

そのためには、子育て世代を中心としたファミリー世帯の定住・呼び込みに注力することが

有効であると考えられます。それは、当面の活性化につながるのみならず、将来的な人口バラ

ンスの適正化にもつながる効果が見込めます。 

また、少子高齢化という時代の流れに対応し、子どもから高齢者まで、誰もが本町に愛着を

持ち、健康に長く暮らせる環境づくりに取り組みます。 

これらの観点から、今後５か年の総合戦略の基本理念を次の通りとします。 

 

  交流人口を増やす魅力づくりと町民満足度の向上 
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４．総合戦略の基本目標と施策 

前述の基本理念に基づき、国の総合戦略で謳われている、「しごと」が「ひと」を呼び込み「子

育て」の希望をかなえることで、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環と、その好循環が支え

る「まち」に活力を取り戻すという、「しごと」「ひと」「子育て」「まち」の４つの観点から、

本町の総合戦略の４つの基本目標を定めます。 

 

【基本目標１】魅力ある働く場を確保する 

【基本目標２】新たにひとを呼び込む魅力を発信する 

【基本目標３】自然環境の良さを活かして、子育てや暮らしの環境を向上させる 

【基本目標４】町民ニーズに合った、生活利便性が向上するまちをつくる 

 

また、基本目標に対する施策を次のように定めます。 

 

戦略における基本目標と施策体系 

国総合戦略

の基本目標 
基本目標 施策 

しごと 魅力ある働く場を確保する 
労働環境の向上支援 

企業の支援と誘致 

ひと 
新たにひとを呼び込む魅力を

発信する 

地域の特産品開発とＰＲ 

転入しやすい環境づくり 

子育て 

自然環境の良さを活かして、

子育てや暮らしの環境を向上

させる 

松伏町の特色を活かした教育環境の充実 

子育て世帯への支援 

多世代交流の場づくり 

まち 
町民ニーズに合った、生活利

便性が向上するまちをつくる 

新たな拠点形成の推進 

交通基盤整備の推進 

※Ｐ３参照 

 

なお、事業の計画及び実施にあたっては、以下のような町内外の関係各機関及び町民と協力

することで、健全な行財政運営を維持しつつ、より効果的で実効性のある取組み内容となるよ

う、具体的な連携主体を検討していきます。 

 

事業の計画及び実施にあたっての連携主体 

産 産業界（商工会など） 金 金融機関（銀行など） 

官 行政機関（県など） 労 労働団体（ハローワークなど） 

学 教育機関（小中高校、大学など） 言 報道機関（新聞社など） 

※ 
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（１）基本目標１ 魅力ある働く場を確保する 

 

働ける場があることが、本町にひとを定着させ、また人口を呼び戻し、呼び込むことにつな

がる極めて重要な条件となります。その観点から、労働環境を向上し、多様な働き方の実現に

よって、雇用の場の選択肢を広げることと、町内の企業の活性化及び町外からの企業の呼び込

みにより、魅力ある雇用の場づくりに戦略的に取り組みます。 

町内では、働く女性（女性の労働力人口）が２０～５０歳代において６０％を超えており、

働きながら子どもを産み・育てたいという希望を持つ女性の希望をかなえるため、子育てと仕

事の両立が実現できるような施策を重視します。 

また、東埼玉道路と浦和野田線の整備に合わせて検討されている新市街地エリアに、その交

通利便性を活かした町外からの企業誘致の推進や、町内での創業支援により、町内に雇用の場

を増やします。 

 

■基本目標に対する数値目標 
○町民意識調査による「通勤・通学の利便性」に関する町民の満足度の割合 

（平成 27 年：19.3%→平成 31年：25.0%） 

○町民意識調査による「働く場所が限られている」を転出したい理由に挙げる町民の割合 

（平成 27 年：23.1%→平成 31年：20.0%） 

施策 事業 連携主体 

労働環境の向上支援 

多子世帯保育料軽減事業（先行型） 官 

育児休業給付制度利用奨励事業 労 

「多様な働き方実践企業」認定推進事業 官・労・金 

子育て応援企業支援事業 官 

転入勤労者支援事業 産・労・金 

企業の支援と誘致 

地産地消促進事業（先行型） 産 

新市街地整備促進事業 産・官・労・金 

企業誘致推進事業 産・官・労・金 

地域資源を活用した特産品開発事業 産・学・言 

創業支援事業 産・官・金 

インターンシップ受け入れ推進事業 産・学・労 



総合戦略  

11 

 

■施策１ 労働環境の向上支援 

【５か年の重要業績評価指標（KPI）】 

・多子世帯保育料軽減事業により補助を行う児童数               （24人） 

・該当事業により支援した企業数の合計実績 （平成 31 年までの５年間で 20 件） 

・埼玉県「多様な働き方実践企業認定制度」に認定された町内企業数 

（平成 27 年：13件→平成 31年：20 件） 

【５か年の実施検討事業】 

 

事業名 事業概要 連携主体 

多子世帯保育料軽減事業

（先行型） 

第 3 子以降の保育料の軽減と減免に伴う保育所などの運

営経費を補填することで、保育料軽減の影響が出ないよ

う円滑な運営維持を図る。 

官 

育児休業給付制度利用奨

励事業 

ハローワークで実施している「仕事と家庭の両立支援関

係の助成金」の各制度の利用を推進する。 
労 

「多様な働き方実践企

業」認定推進事業 

町内企業に対して、埼玉県で実施している「多様な働き

方実践企業認定制度」への登録を推進するとともに登録

企業への優遇を行う。 

官・労・金 

子育て応援企業支援事業 
雇用している町民に保育料の援助をする企業に対して、

支援の充実を図る。 
官 

転入勤労者支援事業 

人口増と町内企業の活性化を図るため、本町に転入して

きた勤労者とその勤労者を雇用した企業に対して、支援

の充実を図る。 

産・労・金 
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■施策２ 企業の支援と誘致 

【５か年の重要業績評価指標（KPI）】 

・農産物直売所への来場者数   （平成 27 年 6 月～平成 28 年 3月：21,000 人） 

・該当事業による企業誘致相談件数（平成 31 年までの５年間で４件） 

・該当事業による創業相談件数  （平成 31 年までの５年間で 20 件） 

・インターン受け入れ企業数   （平成 31 年までの５年間で 15 社） 

【５か年の実施検討事業】 

 

事業名 事業概要 連携主体 

地産地消促進事業 

（先行型） 

自分で生産した作物が売れることで収入の確保が図ら

れ、生活への張りを生むことを目的に、町農業の拠点で

ある JA さいかつ松伏支店に直売所を設置するため補助

金を交付する。 

産 

新市街地整備促進事業 
新市街地における工業団地の整備や周辺道路の整備な

ど、企業誘致を受け入れる環境整備を促進する。 

産・官・

労・金 

企業誘致推進事業 
ハローワークや金融機関などとの連携を密にし、企業誘

致を希望する企業への補助メニューの充実を図る。 

産・官・

労・金 

地域資源を活用した特産

品開発事業 

大学生や消費者などの視点を活かした、本町の重要な地

域資源である農産物(米・野菜)を利用した商品の開発を行

い、ブランド化を目指す。 

産・学・言 

創業支援事業 

主として若年の事業者を対象に、現在実施している創業

資金利子補給制度の更なる充実を図る。また、開業資金

への助成制度を構築するなどの支援策を用意し、広く町

内外に周知する。 

産・官・金 

インターンシップ受け入

れ推進事業 

ハローワーク及び高校、大学との連携を密にし、社会勉

強としての町内企業へのアルバイトあっせん、就職先模

索としての町内企業へのインターンシップ活用を行う。 

産・学・労 
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（２）基本目標２ 新たにひとを呼び込む魅力を発信する 

 

現在、本町に外から訪れるひとは、周辺他市町と比較しても少ない状況となっており、その

原因の一つに、魅力不足が課題として挙げられます。町外から新たにひとを呼び込むために、

ひとを惹きつける魅力を創出し、内外に発信することで、交流人口の増加とその定住化を狙い

ます。 

本町の主要産業の一つである農業を活かして、町外のひとを惹きつける「ウリ」を増やすこ

とと、将来そうした魅力を発信する拠点の整備に向けて検討を進めることで、魅力あるまちづ

くりへの第一歩としていきます。 

そして、ひとの定着化を図るため、転入を促進する魅力を整え、交流人口が定住人口へとつ

ながるまちづくりを目指します。 

また、広域地方創生事業として、埼玉県東南部５市１町（松伏町・草加市・越谷市・八潮市・

三郷市・吉川市）において、広域における観光施策に関する調査研究をしており、今後、事業

化に向けて検討を行っていきます。 

 

■基本目標に対する数値目標 

○町内人口の純移動数 （平成 26 年：-145人→平成 31 年：±０） 

○年間平均滞在人口  （平成 27 年：56,617人→平成 31年：57,000 人） 

 

施策 事業 連携主体 

地域の特産品開発と

PR 

地域公共交通資源と「道の駅」の制度を活用した

公共交通強化事業（先行型） 
産・官・金 

グリーンツーリズム促進事業 産・学・言 

地域資源を活用した特産品開発事業 産・学・言 

転入しやすい 

環境づくり 

北部地域居住促進事業 官 

新市街地整備促進事業（再掲） 産・官・労・金 

企業誘致推進事業（再掲） 産・官・労・金 

子育て世帯リフォーム・リノベーション促進事業 官・金 

転入勤労者支援事業（再掲） 産・労・金 
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■施策１ 地域の特産品開発と PR 

【５年間の重要業績評価指標（KPI）】 

・本年度の調査研究を踏まえた民間バス事業者への説明件数      （２社） 

・本年度の調査研究を踏まえた企業への説明件数（企業誘致促進のため）（２社） 

・イベントの合計開催回数         （平成 31 年までの５年間で３回） 

・イベントの合計参加者数        （平成 31 年までの５年間で 50 人） 

・該当事業により開発した商品数                  （２件） 

【５か年の実施検討事業】 

 

事業名 事業概要 連携主体 

地域公共交通資源と「道

の駅」の制度を活用した

公共交通強化事業 

（先行型） 

企業誘致を進める新市街地区域にバス路線を延伸し、交

通結節点となるバスターミナルの設置及び「道の駅」制

度の活用の検討を一体的に行うことで、地域の賑わいや

生活を楽しむ場所の創出及び町内バス交通の利便性向上

を図る。 

産・官・金 

グリーンツーリズム促進

事業 

町外者を呼び込むとともに、町民の本町に対する愛着が

深まるよう、本町の自然資源や農業を活かした、各種体

験イベントを実施するとともに、本町の魅力を町内外に

発信する。 

産・学・言 

地域資源を活用した特産

品開発事業 

（再掲） 

大学生や消費者などの視点を活かした、本町の重要な地

域資源である農産物（米・野菜）を利用した商品の開発

を行い、ブランド化を目指す。 

産・学・言 
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■施策２ 転入しやすい環境づくり 

【５年間の重要業績評価指標（KPI）】 

・転入者アンケートによる永住意向の割合（平成 27 年：62.2%→平成 31 年：70.0%） 

・該当事業による合計助成件数     （平成 31 年までの 5 年間で 20 件） 

【５か年の実施検討事業】 

 

事業名 事業概要 連携主体 

北部地域居住促進事業 

町北部における居住区域拡張を図るため、都市計画法第

３４条第１１号の規定により、住居系開発が可能な区域

の指定を検討する。その際、「優良田園住宅制度」の導

入可能性について、現況や法規制、熟度などについて基

礎調査を行う。 

官 

新市街地整備促進事業

（再掲） 

新市街地における工業団地の整備や周辺道路の整備な

ど、企業誘致を受け入れる環境整備を促進する。 

産・官・

労・金 

企業誘致推進事業 

（再掲） 

ハローワークや金融機関などとの連携を密にし、企業誘

致を希望する企業への補助メニューの充実を図る。 

産・官・

労・金 

子育て世帯リフォーム・

リノベーション促進事業 

県の補助事業を活用し、多子世帯など家族構成の変化を

理由にリフォームを行う世帯や、町内の空き家に転入後

リフォーム・リノベーションを行おうとしている世帯に

対して、リフォーム資金の利子補給などを行う。 

官・金 

転入勤労者支援事業 

（再掲） 

人口増と町内企業の活性化を図るため、本町に転入して

きた勤労者とその勤労者を雇用した企業に対して支援の

充実を図る。 

産・労・金 
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（３）基本目標３ 自然環境の良さを活かして、子育てや暮らしの環境 

         を向上させる 

 

子育て環境を充実させることにより、安心して子供を産み、育て、暮らせるようにすること、

そしてその良好な環境を本町へのファミリー層の定着と呼び込みにつなげることを狙います。 

子育て環境の整備には、既に実施している保育事業や相談事業、福祉事業をはじめ、多角的

な取組みが必要ですが、本戦略では、特に子育て世帯に対する各種の財政的支援を重視します。 

また、まちの活性化のためには、高齢化の進展による人口構造の変化に対応すべく、元気な

高齢者によるまちづくりへの協力が求められます。多世代の交流を可能とするための場や仕組

みを作っていくことが重要であることから、交流のためのサロンの設置などを進めます。 

 

■基本目標に対する数値目標 

〇町民意識調査による「子育て環境」に関する町民の満足度の割合 

（平成 27 年：56.2%→平成 31年：65.0%） 

〇町民意識調査による「子どもの教育環境」に関する町民の満足度の割合 

（平成 27 年：48.0%→平成 31年：55.0%） 

施策 事業 連携主体 

松伏町の特色を活か

した教育環境の充実 

ICT 教育推進事業 学 

小規模特認校制度の導入事業 学 

松伏っ子わくわく体験教室実施事業 学 

食育推進イベント事業 学 

"はたらくおじさんおばさんとおしごとたいけん！"

事業 
産・官・学 

グリーンツーリズム促進事業（再掲） 産・学・言 

子育て世帯への支援 

親子で学ぶ防災知識普及啓発事業（先行型） 官 

多子世帯保育料軽減事業（先行型）（再掲） 官 

育児休業給付制度利用奨励事業（再掲） 労 

子育て応援企業支援事業（再掲） 官 

子育て世帯リフォーム・リノベーション促進事業

（再掲） 
官・金 

育児休業給付制度利用奨励事業（再掲） 労 

多世代交流の 

場づくり 

北部拠点活性化事業（先行型） 官 

“笑顔で子育て”ふれあい健康づくり事業（先行型） 官 

地域多世代交流サロン設置支援事業 学 
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■施策１ 松伏町の特色を活かした教育環境の充実 

【５年間の重要業績評価指標（KPI）】 

・ICT の活用により授業がよりわかると思う児童の割合     （80%） 

・イベントの合計実施回数      （平成 31年までの５年間で 20回） 

・イベントの合計参加者数    （平成 31年までの５年間で 1,000人） 

【５か年の実施検討事業】 

 

事業名 事業概要 連携主体 

ICT 教育推進事業 

小学校を対象にＩＣＴを活用した校内ＬＡＮの整備や電

子黒板やタブレット端末などの情報通信機器の導入を検

討・実施する。 

学 

小規模特認校制度の導入

事業 

特色ある教育を背景に、町内全域から通学を認める「小

規模特認校」とすることを検討する。 
学 

松伏っ子わくわく体験教

室実施事業 

小学生を対象に、講師を招いてさまざまな体験活動を実

施する。実施にあたっては、大学生との連携による活動

や、本町にゆかりのある著名人などを講師に招いての訪

問授業なども検討する。 

学 

食育推進イベント事業 
本町の農産物(米・野菜)を身近に感じられるような、町民

参加型の食育推進イベントの実施を検討する。 
学 

"はたらくおじさんおば

さんとおしごとたいけ

ん！"事業 

町内企業への子どもの関心度の向上を図るため、町内幼

稚園、保育所、小中学校生とその保護者を対象に、町内

企業の仕事体験ができる場を設ける。 

産・官・学 

グリーンツーリズム促進

事業（再掲） 

町外者を呼び込むとともに、町民の本町に対する愛着が

深まるよう、本町の自然資源や農業を活かした、各種体

験イベントを実施するとともに、本町の魅力を町内外に

発信する。 

産・学・言 

 

 

  



 総合戦略 

18 

 

 

■施策２ 子育て世帯への支援 

【５年間の重要業績評価指標（KPI）】 

・各種イベントにおける普及啓発ブースへの子育て親子の来場者数  （500 人） 

・多子世帯保育料軽減事業により補助を行う児童数          （24人） 

・該当事業により助成を行う合計件数   （平成 31 年までの５年間で 50 件） 

【５か年の実施検討事業】 

 

事業名 事業概要 連携主体 

親子で学ぶ防災知識普及

啓発事業（先行型） 

子育て世帯への災害時の備えについて、情報提供が不足

がちであることから、子育て世帯向けに災害対処などを

記載したパンフレットを作成し、子育て世帯への普及啓

発を図るとともに、備蓄品を購入し、体験などを通じた

周知をすることで子育て世帯の安全・安心を図る。 

官 

多子世帯保育料軽減事業

（先行型）（再掲） 

第３子以降の保育料の軽減と減免に伴う保育所などの運

営経費を補填することで、保育料軽減の影響が出ないよ

う円滑な運営維持を図る。埼玉県の地方創生事業と連携

して行うもの。 

官 

育児休業給付制度利用奨

励事業（再掲） 

ハローワークで実施している、「仕事と家庭の両立支援

関係の助成金」の各制度の利用を推進する。 
労 

子育て応援企業支援事業

（再掲） 

雇用している町民に保育料の援助をする企業に対して、

支援の充実を図る。 
官 

子育て世帯リフォーム・

リノベーション促進事業

（再掲） 

県の補助事業を活用し、多子世帯など家族構成の変化を

理由にリフォームを行う世帯や、町内の空き家に転入後

リフォーム・リノベーションを行おうとしている世帯に

対して、リフォーム資金の利子補給などを行う。 

官・金 

育児休業給付制度利用奨

励事業（再掲） 

ハローワークで実施している、「仕事と家庭の両立支援

関係の助成金」の各制度の利用を推進する。 
労 

公共交通支援事業 
バスの増便などに向けた事業者への支援を行い、バス

利用者の利便性向上を図る。 
官 
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■施策３ 多世代交流の場づくり 

【５か年の重要業績評価指標（KPI）】 

・子どもとの距離が縮まったと感じる人の割合（事業参加前と比べて増やす） 

・児童（0歳から 18 歳まで）の施設来館者数（1,500 人） 

【５か年の実施検討事業】 

 

事業名 事業概要 連携主体 

北部拠点活性化事業 

（先行型） 

老人福祉センターとその周辺地区における地域を町北部

の拠点として位置付け、一部の行政事務やソフト事業を

展開するため、多世代が利用するのに支障がないよう、

施設改修や備品整備を行うとともに、一部の事業を前倒

しで実施していくもの。 

官 

“笑顔で子育て”ふれあ

い健康づくり事業 

（先行型） 

子育て世代から高齢者まで、誰もが健康で笑顔あるまち

にしていくことが町全体で安心して子供を産み育てる環

境整備につながるとの考えの下、運動を 1 つのツールと

して、子どもから高齢者まで一緒に体を動かし、交流し

ていく中で町全体の子育て意識の向上、健康維持を図る。 

官 

地域多世代交流サロン設

置支援事業 

高齢者の日中の居場所となるサロンと認定こども園など

の児童の活動や子育て支援のためのスペースを併設した

宅幼老交流サロンの設置を支援する。 

学 
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（４）基本目標４ 町民ニーズに合った、生活利便性が向上するまちを 

つくる 

 

本町は、自然豊かな住環境、治安のよい安心な生活環境、周辺都市と比較して低廉な土地価

格など、「住む場」としての強みを有する一方で、主に鉄道駅がないことや主要道路が整備中で

あることによる「公共交通の不便さ」が弱みとして、町民の満足度に大きく影響を及ぼしてい

ます。 

ひとが集まる便利で暮らしやすいまちをつくるためには、ハード面の整備と新たな魅力を創

出することが求められます。そこで、町域北部と、整備中の主要道路の結節点周辺を拠点とし

て本町の弱みを補う事業を展開し、より快適に暮らせるまちづくりを目指します。 

 

 

■基本目標に対する数値目標 
〇町民意識調査による「公共施設の整備」に関する町民の満足度の割合 

（平成 27 年：56.2%→平成 31年：65.0%） 

〇町民意識調査による「行政サービス」に関する町民の満足度の割合 

（平成 27 年：36.1%→平成 31年：40.0%） 

 

 

  

施策 事業 連携主体 

新たな拠点形成の 

推進 

北部拠点活性化事業（先行型）（再掲） 官 

地産地消促進事業（先行型）（再掲） 産 

北部地域居住促進事業（再掲） 官 

地域多世代交流サロン設置支援事業（再掲） 学 

交通基盤整備の推進 

地域公共交通資源と「道の駅」の制度を活用し

た公共交通強化事業（先行型）（再掲） 
産・官・金 

新市街地整備促進事業（再掲） 産・官・労・金 

企業誘致推進事業（再掲） 産・官・労・金 

公共交通支援事業（再掲） 官 

交通実態調査事業 官 
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■施策１ 新たな拠点形成の推進 

【５年間の重要業績評価指標（KPI）】 

・児童（0歳から 18歳まで）の施設来館者数            （1,500 人） 

・農産物直売所への来場者数 （平成 27年 6 月～平成 28 年 3 月：21,000 人） 

【５か年の実施検討事業】 

 

事業名 事業概要 連携主体 

北部拠点活性化事業 

（先行型）（再掲） 

老人福祉センターとその周辺地区における地域を町北部

の拠点として位置付け、一部の行政事務やソフト事業を

展開するため、多世代が利用するのに支障がないよう、

施設改修や備品整備を行うとともに、一部の事業を前倒

しで実施していくもの。 

官 

地産地消促進事業 

（先行型）（再掲） 

自分で生産した作物が売れることで収入の確保が図ら

れ、生活への張りを生むことを目的に、町農業の拠点で

ある JA さいかつ松伏支店に直売所を設置するため補助

金を交付する。 

産 

北部地域居住促進事業

（再掲） 

町北部における居住区域拡張を図るため、都市計画法第

３４条第１１号の規定により、住居系開発が可能な区域

の指定を検討する。その際、「優良田園住宅制度」の導

入可能性について、現況や法規制、熟度などについて基

礎調査を行う。 

官 

地域多世代交流サロン設

置支援事業（再掲） 

高齢者の日中の居場所となるサロンと認定こども園など

の児童の活動や子育て支援のためのスペースを併設した

宅幼老交流サロンの設置を支援する。 

学 
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■施策２ 交通基盤整備の推進 

【５年間の重要業績評価指標（KPI）】 

・本年度の調査研究を踏まえた民間バス事業者への説明件数           （２社） 

・本年度の調査研究を踏まえた企業への説明件数（企業誘致促進のため）（２社） 

・調査検討結果を活用した事業計画立案件数 （平成 31 年までの５年間で３件） 

【５か年の実施検討事業】 

 

事業名 事業概要 連携主体 

地域公共交通資源と「道

の駅」の制度を活用した

公共交通強化事業 

（先行型）（再掲） 

企業誘致を進める新市街地区域にバス路線を延伸し、交通

結節点となるバスターミナルの設置及び「道の駅」制度の

活用の検討を一体的に行うことで、地域の賑わいや生活を

楽しむ場所の創出及び町内バス交通の利便性向上を図る。 

産・官・

金 

新市街地整備促進事業 

（再掲） 

新市街地における工業団地の整備や周辺道路の整備など、

企業誘致を受け入れる環境整備を促進する。 

産・官・

労・金 

企業誘致推進事業 

（再掲） 

ハローワークや金融機関などとの連携を密にし、企業誘致

を希望する企業への補助メニューの充実を図る。 

産・官・

労・金 

公共交通支援事業 

（再掲） 

バスの増便などに向けた事業者への支援を行い、バス利

用者の利便性向上を図る。 
官 

交通実態調査事業 
バス路線の再編や将来のデマンド型交通の導入可能性など

を検討するうえでの交通ニーズなどに関する調査を行う。 
官 
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５．土地利用構想に関する重点施策 

（１）第５次総合振興計画における土地利用構想 

恵まれた自然環境を活かしつつ、秩序あるまちの発展を図るため、次の４地域に区分し、土

地利用を図っていきます。また、地域の活性化を図るため、２つの「活性化推進地区」を位置

づけ、重点的に土地利用を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合振興計画 土地利用構想図 

  

北部地区 

新市街地 

［活性化推進地区］ 

●職住近接と核づくりによる新市街地区域 

（都）東埼玉道路と（都）浦和野田線が結

節する松伏インターチェンジ周辺は、職住近

接をめざした新たな人口増加の受け皿ととも

に、新たな雇用の場を創出する産業集積を進

めます。 

また、高速鉄道東京８号線の松伏新駅を想

定した、町のシンボルとなりコミュニティの

要となる交流の場づくりをめざした核づくり

に努めます。 

●北部地区の拠点区域 

老人福祉センターとその周辺地域を北部地

区の拠点として位置づけ、多くの町民が集え

る憩いの場としての機能を充実させ、地域の

活性化を図ります。 

●自然環境活用地域 

水と緑を活用した憩いと交流の場を形成し

ます。 

●田園環境活用地域 

農業の進行と生活環境の改善の両立をめざ

します。 

●市街地環境整備地域 

現在の市街化区域は、人口が集中している地

区として、一戸建て中心の良好な居住環境の整

備や保全に努めます。 

●工業集積地域 

東埼玉テクノポリスと大川戸地区に整備さ

れる工業団地では、企業立地に適切な環境の整

備に努めます。また、市街地内ミニ工業団地や

新市街地地域との連携を考慮し、周辺の環境に

とけ込んだ新たな産業団地の整備を図ります。 
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（２）総合戦略における重点施策 

第５次総合振興計画における土地利用構想は、流入人口の受け皿の観点からも大変重要であ

ることから、本総合戦略においても、「新市街地整備プロジェクト」及び「まつぶし北部活性化

プロジェクト」として土地利用構想に関する重点施策に位置づけ、推進していきます。 

 

①新市街地整備プロジェクト 

（都）東埼玉道路と（都）浦和野田線が結節する松伏地区・田島地区は、総合振興計画にお

ける「活性化推進地区」のひとつとして、職住近接と核づくりによる新市街地区域として、本

町にとって優先的に整備を進めていく区域です。今後は、幹線道路の整備が進み、広域交通網

の結節点となる位置的条件を踏まえ、高速鉄道東京８号線の松伏新駅を想定し、産業系や沿道

サービス系の土地利用の推進に向けた検討を進めます。 

さらに、沿線のポテンシャルが高まることから、道路利用者も含めたサービス施設の整備や

地域の活性化、地域内外の交流の促進に寄与する、本町の新たなシンボルとなりコミュニティ

の要となる拠点の形成に向けた検討を進めます。また、工業集積地域への企業立地について、

適切な環境の整備を進めます。 

なお、これらの整備・検討にあたっては、社会情勢や町民ニーズに応じて段階的に進めます。 

 

○産業系土地利用の推進に向けた新市街地整備構想の検討 

⇒新市街地整備構想の検討（産業系・沿道サービス系土地利用の誘導検討、企業誘致に向け

た環境整備の具体的な検討、企業誘致に向けた補助メニュー検討など） 

○本町の新たなシンボルとなりコミュニティの要となる核拠点の創出 

⇒道の駅などの交通拠点の整備に向けた検討（基礎調査や事業化検討など） 

○工業集積地域の整備促進 

⇒大川戸地区に整備される工業団地について、企業立地に適切な環境の整備を図る 

 

事業名 事業概要 連携主体 

新市街地整備促進事業

（再掲） 

新市街地における工業団地の整備や周辺道路の整備など、

企業誘致を受け入れる環境整備を促進する。 

産・官・ 

労・金 

地域公共交通資源と「道

の駅」の制度を活用した

公共交通強化事業 

（先行型）（再掲） 

企業誘致を進める新市街地区域にバス路線を延伸し、交通

結節点となるバスターミナルの設置及び「道の駅」制度の

活用の検討を一体的に行うことで、地域の賑わいや生活を

楽しむ場所の創出及び町内バス交通の利便性向上を図る。 

産・官・金 

企業誘致推進事業 

（再掲） 

ハローワークや金融機関などとの連携を密にし、企業誘致

を希望する企業への補助メニューの充実を図る。 

産・官・ 

労・金 
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新市街地整備検討区域図 

 

  

※新市街地整備検討区域は、東埼玉道路沿道区域のうち住宅の比較的少ない（都）浦和野田線の南側及び農

業基盤整備（県事業）を実施していない上記の区域とします。このうち、企業ニーズや国などの関係機関

との調整を踏まえ、一定の区域毎に整備検討を進めます。 

東埼玉 
テクノポリス 

大川戸地区工業集積地域 

新市街地整備検討区域 
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②まつぶし北部活性化プロジェクト 

北部地区については、総合振興計画における「活性化推進地区」として、今後、より地域の

活性化を目指す観点から老人福祉センターとその周辺地域を町北部地区の拠点として位置付け、

多くの町民が集える憩いの場としての機能を充実させることとしています。あわせて、平成２

４年度を始期とする第５次松伏町行政大綱においても、既存施設などの方向性の見直しとして、

農村トレーニングセンターの今後のあり方について検討することとなっています。こうしたこ

とから、住民の福祉の要望に応え、活気ある地域づくりに資するため、「北部地区拠点整備に関

する基本方針」を定め、実施を検討する事務及びソフト事業について検討を行っています。 

また、北部地区への居住促進、ＩＣＴ教育の推進、小規模特認校の導入についても検討を進

めていきます。 

 

○行政サービスの拡充及び多くの住民が交流する機会の提供 

⇒北部地区の拠点を構成する施設の設置目的の拡大、行政サービスの拡充、他団体委託も 視

野に入れた多様なソフト事業展開 

○北部地区の活性化の推進及び利便性の向上に向けた取組み 

⇒所管課の統一による老人福祉センターを核とした一体的な管理、バリアフリーなどの施設

改修、民間事業者に対しての公共交通網の充実の要請 

○北部地域への居住促進 

⇒町北部における居住区域拡張を図るため、都市計画法第３４条第１１号の規定により、住 

居系開発が可能な区域の指定を検討する。その際、「優良田園住宅制度」の導入可能性につ

いて、現況や法規制、熟度などについて基礎調査を行う。 

○ＩＣＴ教育の推進・小規模特認校の検討 

⇒小学校を対象にＩＣＴを活用した校内ＬＡＮの整備や電子黒板やタブレット端末などの情

報通信機器の導入を検討する。また、こうした特色ある教育を背景に町内全域から通学を

認める「小規模特認校」の導入を検討する。 
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事業名 事業概要 連携主体 

北部拠点活性化事業

（先行型）（再掲） 

老人福祉センターとその周辺地区における地域を町北部の

拠点として位置付け、一部の行政事務やソフト事業を展開す

るため、多世代が利用するのに支障がないよう、施設改修や

備品整備を行うとともに、一部の事業を前倒しで実施してい

くもの。 

官 

北部地域居住促進事業

（再掲） 

町北部における居住区域拡張を図るため、市計画法第３４条

第１１号の規定により、住居系開発が可能な区域の指定を検

討する。その際、「優良田園住宅制度」の導入可能性につい

て、現況や法規制、熟度などについて基礎調査を行う。 

官 

ICT 教育推進事業 

（再掲） 

小学校を対象にＩＣＴを活用した校内ＬＡＮの整備や電子

黒板やタブレット端末などの情報通信機器の導入を検討・実

施する。 

学 

小規模特認校制度の導

入事業（再掲） 

特色ある教育を背景に町内全域から通学を認める「小規模特

認校」とすることを検討する。 
学 

 

 

 老人福祉センター（右上）、農村トレーニングセンター（左上）及び農村ひろば（手前） 
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「まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会」による進行の管理 

６．総合戦略推進にあたっての２つの視点 

これらの戦略を進めていくうえでの基本的視点を、次の通りとし、いずれの戦略展開にあた

ってもこれらの視点を重視していきます。 

 

（１）産官学金労言住との連携 

事業の計画及び実施にあたっては、町内外の関係各機関、また町民と協力することで、健全

な行財政運営を維持しつつ、より効果的で実効性のある取組み内容となるよう、具体的な連携

主体を検討していきます。 

 

（２）PDCA サイクルによる進行の管理 

戦略で示す４つの柱と事業ごとに立てる目標を実現するため、実施した施策・事業の効果を

検証し、必要に応じて総合戦略を改訂するといったプロセスを実行します。 

総合戦略の効果検証に際しては、その妥当性・客観性を担保するため、総合戦略の策定プロ

セスで設置した「まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会」を発展的に活用して、計画策定か

ら施策・事業の実施までの５年間のプロセスで継続的に係わりをもって推進していきます。 

 

 

  

PLAN

DO

CHECK

ACTION

総合戦略の策定 

産・官・学・金・労・言・住の

協力による施策の実施 
目標指標（KPI）の達成状況、 

事業実施にあたっての課題など

を評価・検証 

各事業の評価・検討に基づく、

総合戦略改訂に向けた提言 
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７．６年目以降の考え方 

本町の人口問題における直近の５年間の喫緊の課題に取り組むため、「交流人口を増やす魅力

づくりと町民満足度の向上」を基本理念として、本総合戦略を策定しました。６年目以降につ

いても、松伏町人口ビジョンを踏まえ、社会情勢や町民ニーズに合わせて総合戦略の見直しを

行いながら、次のような方向性でまちづくりに取り組んでいきます。 

 

【６年目以降の方向性】 

○引き続き町民の転出に歯止めをかけると同時に、子育て世代を中心とした新たな転入も呼

び込むことで、自然増を目指します。 

○子育て世代予備軍である学生世代に、本町の魅力を感じ、定住あるいはＵターンしてもら

える施策を進めます。 

○子育てに対する支援に加え、高齢世代への魅力ある施策を実施し、実家に若い家族を呼び、

本町での同居を促します。 

○町内各機関及び町民との協力関係を強化すると同時に、埼玉県及び周辺市町をはじめとす

る他自治体との連携を図り、交流人口の増加を促進します。 
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